広報ひじ広告掲載取扱要領

（趣　旨）

第1条 この要領は、日出町広告掲載要綱（平成１８年１０月１日施行。以下
「要綱」という。）に基づき「広報ひじ」（以下「広報誌」という。） への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

（広告の範囲）

第2条 広報誌に掲載する広告（以下「広告」という。）は要綱第３条の基準に
適合し、公共性・公益性を妨げないものとする。

（広告規格及び掲載位置）

第３条　広報誌に掲載する広告の枠数・規格は、１枠当たり縦６０ミリメートル横８５ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣接する２枠を１枠の広告とすることができる。

２　広告掲載位置は町長が決定する。

（広告掲載料）

第4条 広告の掲載料は、広報誌の広告１枠につき１月当り12,000円とする。
ただし第３条第1項ただし書きに規定する広告は、１枠につき１月当り23,000円とする。
（広告掲載の募集）

第５条　広告掲載の募集は、毎年２月に次年度分の広告を日出町の広報誌及びホームページ等により行うものとする。
２　年度途中に掲載広告に空きが生じた場合は、当該年度分の広告を随時募集するものとする。

（広告掲載の申込み）
第６条　広告掲載を希望する者（以下「広告申込者」という。）は「広報ひじ広

告掲載申込書兼町税納税状況調査承諾書」（様式第１号）により、広告案を添付して町長に提出しなければならない。
２　前項の規定による申請は、日出町ホームページの電子申請を用いて行うことができる。

３　同一広告申込者が申し込める広告は、広報誌１号につき１件とする。連続する掲載期間は、各年度最大１２号とする。

（広告掲載の決定等）

第7条 町長は、前条の規定による広告掲載の申込書を受理したときは、第５

条第１項の規定による募集の期間終了後、速やかに審査し、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

２　町長は、広告申込者が予定の枠数を超える場合は、次の順位により決定するものとする。

（１）　国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの

（２）　町内に主たる営業所、店舗等を有する事業所

（３）　前２号に掲げる以外のもの

３　町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を「広報ひじ広告掲載（許可・不許可）決定通知書」（様式第２号）により広告申込者に通知しなければならない。

４　広告申込者が同一順位で複数いる場合は、抽選により順位を決定する。

５　町長は広告案を審査した場合において、必要があるとみとめるときは、広告申込者に修正を求めることができる。

（広告掲載料の納付）

第8条 広告申込者は、前条の規定による広告掲載決定後１５日以内に指定の
納付書により広告掲載料を一括前納するものとする。

（広告の版下及び原稿の作成）

第9条 広告の版下及び原稿は、町長が指定する方法により広告申込者の負担
で作成し、町長が指定する期日までに提出するものとする。

（広告主の責任）

第１０条　広告主は、広報誌に掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。

２　広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証しなければならない。

３　広告主は、第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において早急に解決するものとする。
（広告掲載料の還付）

第１１条　広告掲載料金は還付しない。ただし町の都合により広告の掲載がで

きなくなった場合は、この限りでない。
（広告掲載の取り消し）

第１２条　町長は、次の各号に該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

（１）指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合。
（２）指定する期日までに原稿の提出がなかった場合。
（３）その他、町長が不適切と認める場合。
（委　任）

第１３条　この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附　則　

この要領は平成１８年１１月１日から施行する。
この要領は令和５年１月２７日から施行する。
この要領は令和６年２月１日から施行する。
様式第１号(第６条関係)

広報ひじ広告掲載申込書兼町税納税状況調査承諾書
令和　　年　　月　　日

　　日出町長　様

	申込者
	住所（所在地
	

	
	氏名（名称）
	

	
	代表者名
	

	
	電話
	

	
	FAX
	

	
	メールアドレス
	


　広報ひじに広告を掲載したいので、広報ひじ広告掲載取扱要領第６条の規定により、下記のとおり申し込みます。

記

１　掲載広告内容(版下原稿)

　　　別添のとおり

２　掲載を希望する号（１枠当たり12,000円。２枠の場合は23,000円）
	掲載月
	４月号
	５月号
	６月号
	７月号
	８月号
	９月号

	枠　数
	
	
	
	
	
	

	掲載月
	１０月号
	１１月号
	１２月号
	１月号
	２月号
	３月号

	枠　数
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　(注)希望する掲載号に枠数を記入(最大2枠まで)

※1枠とは縦６０ｍｍ×横８５ｍｍの大きさの枠

３　申込みにおける承諾事項

　次の事項について承諾します。
（１）広告は、日出町広告掲載要綱第３条の広告の範囲とし、掲載の不可は町長が決定します。
（２）広告の掲載位置は、要領第３条第２項に基づき、町長が決定します。
（３）会社及び代表者ともに日出町税の滞納はありません。
（４）日出町の広告掲載の資格審査のため、会社及び代表者の町税納付状況調査を日出町が行うことを承諾します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	承諾欄
（代表者名）
	


　４　添付書類

業務内容がわかる書類
様式第２号(第７条関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

日出町長　　　　　　　　　印

広報ひじ広告掲載（　許　可　・　不許可　）決定通知書

　令和　　年　　月　　日付けで申込みのあった広報ひじへの広告掲載については、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

１　可とする。

（１）広告掲載内容

　　　　　版下　別添のとおり

（２）広告掲載号　　　　　　　　　　　　　　　月号

（３）広告掲載料　　　　　　　　　　　　　　　　円

（４）広告掲載料の納付　　　　　　　年　　月　　日までに同封の納付書

により、指定の場所でお支払いください。

（５）広告掲載条件

　　　　　広報ひじ広告掲載申込書の承諾事項に従うこと。
２　不可とする。
事由
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